
 鳥取市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月１６日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第３６号 

   鳥取市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例 

 鳥取市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２９年鳥取市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

 第１０条を次のように改める。 

第１０条 削除 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成３０年４月１日において指定を受けている指定障害者支援施設であって、こ

の条例による改正前の鳥取市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（以下「旧条例」という。）第６条及び第１０条に規定する指定



障害者支援施設に該当するものについては、平成３３年３月３１日までの間は、こ

の条例による改正後の鳥取市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例第５条及び第９条の規定にかかわらず、旧条例第６条及び第１

０条の規定を適用する。 


